
 

 

 

 

 

三豊市では、令和 5 年度より、以前の制服から新標準服へと買い替えて着用を希望する

生徒について、支援しています。本制度では、保護者の負担の軽減を図るとともに、新標

準服への円滑な移行を図ることを目的に、購入費の一部を補助しています。また、支援を

受けた場合は、卒業後に新標準服を市へ無償譲渡し再利用することで、新標準服のリユー

ス体制の充実につなげていきます。 

（なお、この支援制度は令和 7 年度で終了となります。） 

１．補助対象者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 補助対象者は、以下のすべてに該当する保護者です。 

 

   ・以前の制服から新標準服へと買い替えた三豊市立中学校の生徒の保護者 
※「買い替え」とは、それまで使用していた以前の制服のかわりに、 

新しく新標準服を購入することをいいます。 
 

   ・令和 7 年度に、三豊市立中学校に在籍する生徒の保護者 
※第 1 学年の生徒の保護者については、入学後の 7 月 1 日 

以降に購入した場合に限って対象になります。 
 

   ・生徒の卒業時に、新標準服一式を三豊市教育委員会が定める事業者等に 

無償譲渡することを誓約する保護者 
    

２．対象品目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   下記の①と②の上下一式セットでの購入が補助対象となります。 

① 上着（ブレザー） 

② スラックスまたはスカートのいずれか１点 

（夏用・冬用の両方を購入された場合は、いずれか 1 点のみが補助対象） 

３．補 助 額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   購入額から、「新標準服の利用年度数×1 万円」を減額した額 

(※裏面参照) 

４．申請回数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   在校中、原則 1 人につき 1 回限り 

５．受付期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   本年度（令和７年度）の受付は、令和 7 年 4 月 1 日から令和８年３月３１日まで

（予算の範囲内※）です。領収日または納品日のいずれか遅い日から３か月以内に申

請してください。 

  ※概ね 7 件程度受付可能です。随時受付しておりますので、受付可能かどうかは裏面    

問い合わせ先までお問い合わせください。 

（裏面につづく) 

三豊市立中学校新標準服購入に対する支援制度について 
 （令和７年度…令和 8 年 3 月 31 日まで受付します。） 



 

６．購入費補助の申請・交付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   申 請 

「新標準服購入補助金交付申請書兼請求書」に必要事項を記入し、領収書（対象品 

目の金額が明記されたもの）、納品された制服上下一式セットがわかる写真を添付

して下記の問い合わせ先(三豊市教育委員会事務局学校教育課)まで提出してくださ

い。 

※「新標準服購入補助金交付申請書兼請求書」は学校教育課で配布しております。 

三豊市ホームページからダウンロードしていただくこともできます。 

※領収書、納品された制服上下一式セットがわかる写真の添付がない場合は補助がで 

きませんので、領収書の保管、写真の提出をお願いします。 

 

   交 付 

補助金の交付は、申請書の内容及び領収書等の添付を確認し、申請書兼請求書 

    にご記入いただいた口座に振り込みいたします。 

 

７．再利用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 中学校卒業式後に、三豊市教育委員会へ無償譲渡していただきます。 

 

※補助金額の例 

購入額が 45,000 円で、生徒が中学２年生の時に購入、申請した場合、 

利用年度数は「2 年」になり、       

        補助金額 ＝ 「購入額」－「利用年度数×10,000 円」 

             ＝ 「45,000 円」—「20,000 円」 

             ＝  25,000 円  となります。 

 

購入額が 45,000 円で、生徒が中学１年生の時に購入、申請した場合（注）、 

利用年度数は「３年」になり、 

  補助金額 ＝ 「購入額」－「利用年度数×10,000 円」 

             ＝ 「45,000 円」—「30,000 円」 

             ＝  15,000 円  となります。 

   注：「中学１年生の時に購入、申請した場合」とは、中学 1 年生の 7 月 1 日から 

3 月 31 日までの間に購入、申請した場合を指します。 

 

■問い合わせ先  

     三豊市教育委員会事務局 学校教育課  電話 ０８７５—７３—３１３１ 

 

※「新標準服購入補助金交付申請書兼請求書」は学校教育課で配布しております。 

三豊市ホームページからダウンロードしていただくこともできます。 

     ※口座振込のため、「三豊市債権者登録申出書」の提出も必要です。 

     ※申請の際、メーカー・サイズ等の情報をお知らせいただきます。 

      (gakkoukyouiku@city.mitoyo.lg.jp) 
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【送付先メールアドレス】　gakkoukyouiku@city.mitoyo.lg.jp

新標準服購入補助金交付申請をされる皆様へ

購入された新標準服について、申請書に画像を添付するとともに、メーカー・サイズ等
の情報をお知らせください。

メールまたは写真提出にて、上下セットがわかる画像の提出をお願いするとともに、
「上着とスラックスまたはスカートの種別、メーカー名及びサイズ、生徒名」を
お知らせください。
種別が分からない場合は、メーカー名及びサイズを必ず明記してください。

上着種別
　　①男性体型用　②女性体型用　　③男女兼用

スラックス・スカート種別
　　①男性体型用スラックス　②女性体型用スラックス　③スカート

本文　
　　「上着…　
　　　　　①男性体型用　メーカー●●●　　サイズ　L
　　　スラックスまたはスカート…
　　　　　①男性体型用スラックス　メーカー●●●　
            冬用　サイズ　76

　　　生徒氏名　●●　●●　　　　　　　　　　　　　　　　　」

【　メール例　】

件名「新標準服について」

【お問い合わせ先】三豊市教育委員会事務局　学校教育課　電話７３－３１３１
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